令和８年　月　日
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室
健康長寿企画課（担当：竹原、土田075-222-3411）
令和８年度公用車の任意保険加入契約に係る
見積参加条件（健康長寿のまち・京都推進室募集分）について
　京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室において令和８年度に募集する任意保険加入契約に係る保険代理店の募集及び契約締結に関しては、下記のとおり取り扱いますので、各条件を承諾のうえ、お見積りに参加いただきますようお願いします。

記

１　見積りの参加について

　・　見積りへの参加を希望する代理店は、損害保険料率算出機構への成績照会承諾書の様式を速やかに京都市健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課（担当：竹原、土田）まで提出する。

なお、損害保険料率算出機構への成績照会承諾書の発行部数は、見積参加希望代理店１者につき、１部のみとする。

　・　京都市では、押印をした承諾書を、承諾書の様式の提出の日から５営業日内に用意する。
・　見積条件は、別紙仕様書のとおりとする。

・　見積りへの参加を希望する代理店は、令和８年４月３０日（木）午後５時までに、見積書に、①別紙誓約書及び②各代理店における保険契約に係る相談体制の資料（任意様式）を添付のうえ、京都市健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課（担当：竹原、土田）まで提出する。
　　　なお、相談体制の資料には、少なくとも事務所の位置、連絡先、担当者を明記するものとし、その他の事項に関しては任意とする。ただし、見積りに係る相談体制の審査のための資料であることに御留意いただきたい。
・　ただし、本市競争入札参加資格を有しない保険代理店については、見積りへの参加を不可とする。
２　契約の締結代理店の決定について

・　京都市では、期日までに見積書、誓約書及び相談体制に係る資料の提出のあった代理店を見積参加者として、見積り合せを行う。

・　見積り合せに当たっては、各代理店の保険契約に係る相談体制について、次に掲げる審査基準に基づき評価を行う。
1 　契約について日頃から相談しやすい体制となっているか。
2 　事故発生時にすぐに対応できる体制になっているか。
3 　窓口となる職員が保険契約に関し詳しい知識を有しているか。　等
・　審査条件を満たす見積参加代理店のうち、最も安い見積金額を提示した者を契約代理店に決定する。

・　複数の代理店が審査条件を満たし、かつ最も安い見積金額も同額であった場合、相談体制が一番優れると京都市が判断する代理店を契約代理店とする。

３　見積り合せの結果について
　・　見積り合わせの結果については、契約の締結後、速やかに見積りに参加した代理店に通知する。
　・　通知事項は、見積合わせ参加代理店の保険契約に係る相談体制の審査基準の適否及び契約者並びに契約価格とする。

　・　審査基準を判定する際の評価項目等については、見積参加業者の評価のノウハウとなることから、公開しない。

